
地域再生計画 

 
 

１．地域再生計画の名称 
  枚方市東部区域再生計画 
 
２．地域再生計画の作成主体の名称 
大阪府枚方市 

 
３．地域再生計画の区域 
枚方市の区域の一部（東部区域：詳細については別紙） 

 
４．地域再生計画の目標 

枚方市は、大阪府の北東部、淀川左岸に位置し、人口 408,025 人（平成１７年３月
１日現在）、面積 65.08平方キロメートルであります。東部は生駒山地から男山丘陵に
伸びる丘陵・山地地形を成し、西部は海抜１０ｍ前後の沖積低地で、中央の大部分は

海抜２０～５０ｍの枚方台地が占めています。この枚方台地を、船橋川、穂谷川、天

野川が南東から北西に横切って淀川に流れ込んでいます。 
このような中で東部地域は、本市にとって貴重な緑である里山をはじめ、農地や河

川、ため池等の自然環境が残された地域であるとともに、船橋川、穂谷川の源でもあ

ります。 
本市ではこの自然に非常に恵まれた東部地域を「豊かな水と緑を活かした自然と共

生するまち」と位置付け、河川や里山などの自然を保全するとともに、公共下水道な

どの都市基盤施設の整備など自然と共生するまちづくりを目指しています。 
その一つの取り組みとして、現在、市民と行政が協働して里山を保全することを目

的として里山保全基本計画を策定しているところであります。 
一方、淀川に流れ込んでいる東部地区を流れる船橋川、穂谷川を美しい河川、きれ

いな河川として保全し次世代に残していくためには、生活排水の適正な処理対策が必

要となり、上流区域である東部地区の汚水処理施設整備が必要不可欠となります。 
そのため、交付金を活用した生活排水処理対策への取り組みを積極的に進めること

により豊かな水と緑を活かした自然と共生するまちづくりの目標の達成を目指します。 
（目標１）汚水処理施設の整備の促進（汚水処理人口普及率を２%から８６%に向上） 
 

５．目標を達成するために行う事業 
５－１ 全体の概要 



本市の公共下水道事業については、昭和３３年日本住宅公団香里団地建設に伴い整

備された処理場の移管をうけ香里処理場として供用開始した事に始まり、その後高度

経済成長期に急激な都市化が進んだため、生活環境、公共用水域の水質悪化を改善す

るため、下水道法第２条の２に定める大阪湾流域別総合計画に基づき公共水域の水質

保全を目的に昭和４６年淀川左岸流域関連下水道として計画決定を行い、下水道法４

条に定める認可を受け整備を行っています。又、現在下水道整備を計画的に進める為、

平成１５年を初年度とし平成２４年度を目標とした「枚方市下水道整備１０箇年計画」

を本市独自で策定し整備を進めており、平成１６年度末時点での市域全体での整備人

口普及率は、８３．７％となっていますが、東部区域においては、処理場から上流部

に位置するため未整備区域となっております。 
又、合併浄化槽事業については、平成１６年９月に「枚方市生活排水処理基本計画」

を策定したところであり、公共下水道計画区域以外の地域について市町村設置型合併浄

化槽整備を速やかに実施するため実施計画等の策定を早急に行っていく予定でありま

す。 
 
５－２ 法第４章の特別の措置を適用して行う事業 
汚水処理施設整備交付金を活用する事業 

［事業主体］ 
・枚方市 

［施設の種類］ 
・公共下水道、浄化槽 

［事業区域］ 
   ・別紙図面のとおり 
     公共下水道：氷室台１丁目、尊延寺１～６丁目、穂谷１～３丁目他 
     浄 化 槽：杉北町１丁目、杉責谷１丁目、尊延寺、穂谷他 
［事業期間］ 
   ・公共下水道       平成１７年度～２１年度 

・浄化槽（市町村設置型） 平成１８年度～２１年度 
［整備量］ 
   ・公共下水道      φ２００～φ４５０   １９，３５５ｍ 

・浄化槽（市町村設置型） ５人槽、３６基  １６～２０人槽、２４基 
             

なお、各施設による新規の処理人口は下記のとおり。 
公共下水道 ５，２２０人、浄化槽１５４人 
［事業費］ 
   ・公共下水道        １，８３６，９００千円 



           （うち、単独  ２７５，５００千円） 
           （うち、国費  ７８０，７００千円） 
   ･浄化槽［市町村設置型］     １５０，３２２千円 
           （うち、単独   ３４，６９０千円） 
           （うち、国費   ３８，５４４千円） 

合  計          １，９８７，２２２千円 
           （うち、単独  ３１０，１９０千円） 
           （うち、国費  ８１９，２４４千円） 
 
５－３ その他の事業 
① 関連計画 里山保全計画  

市民と行政が協働して里山を保全することを目的とする計画 
② 関連事業 森林空間総合整備事業  

         枚方市津田地区に残る貴重な緑を維持、保全するための事業 
６．計画期間 
認定の日から～平成２２年３月末まで 

 
７．目標の達成状況に係る評価に関する事項 
  計画終了後、４に示す数値目標に照らし状況を調査し評価する。又、必要に応じ評価

委員会を設置し、事業に対する評価・検討を行う。 
 
８．地域再生計画の実施に関し当該地方公共団体が必要と認める事項 
本市においては、平成１６年９月に「枚方市生活排水処理基本計画」を策定したところ

であり、浄化槽設置事業については、実施計画の策定及び制度化に向けての取り組みをこ

れから行っていく状態であります。 
その為、浄化槽設置事業につきましては、平成１８年度下期からの実施予定であります。 


